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議案第 ６７ 号 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第９号） 

 

令和４年度松原市の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４０,４２３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９,７８１,８５３千円 

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４ 年 １２ 月 １６ 日 提出 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

２. 国 庫

歳

補 助 金 ３，４１３，９

　

８７ ６７，９７４ ３，

出

４８１，９６１

　

1

予

5. 府 支 出 金 ４，０２

　

６，９８５ １６，０３

算

１ ４，０４３，０１６

　

２. 府

補

補 助 金 ６８３，６２６

１ 　

１６，０３１ ６９９，

正

６５７

歳

19. 諸 収

　

入 ８６８，８７６ ５６

　

，４１８ ９２５，２９

入

４

５. 雑 入 ８０６，８２２ ５６，４１８ ８６３，２４０

歳 　 　 入 　 　 合 　 　 計 ４

 

９，６４１，４３０ １４０，４２３ ４９，７８１，８５３

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １３，７４２，

　

８６２ ６７，９７４ １

入

３，８１０，８３６
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歳　

２. 総 務 費 ４，３１２，８９２

款

１６，１３０ ４，３２

項

９，０２２

補

１. 総 務 管 理 費 ３

　

，２５６，２２３ １０

正

，３３７ ３，２６６，

　

５６０

前

２. 徴 税 費 ５６０，１

　

２１ ４，２０８ ５６４

　

の

，３２９

　

３. 戸 籍 住 民 基 本 台

額

帳 費 ２５４，８６４ １

補

，２８５ ２５６，１４

　

９

４.

 

選 挙 費 １９６，９１６

正

２００ １９７，１１６

　

６. 監

 

査 委 員 費 ２１，５８９

額

１００ ２１，６８９

出

計

千

３. 民 生 費 ２７，２

円

５７，７３５ １０５，

千

８５０ ２７，３６３，

円

５８５

千

１. 社 会 福 祉 費 １１，

円

０７３，８１２ ５，８１２ １１，０７９，６２４

２. 児 童 福 祉 費 ８，２７９，４８８ １００，０３８ ８，３７９，５２６

１

４. 衛 生 費 ３，

.

９９５，７０７ ４，２

議

６８ ３，９９９，９７

会

５

１.

費

保 健 衛 生 費 ２，０７９

３

，１９８ １，９０６ ２

３

，０８１，１０４

９

２. 清 掃 費

，

１，８９０，５２２ ２

３

，３６２ １，８９２，

８

８８４

０

６. 土 木 費

４

２，９１７，９２６ ５

０

，３８８ ２，９２３，

０

３１４

３

１. 土 木 管 理 費 ２１０

３

，０３１ ２，７１５ ２

９

１２，７４６

，

２. 道 路 橋 り ょ

７

う 費 ６７６，５７１ ５

８

００ ６７７，０７１

０

３. 都 市 計 画 費 ４１４，１６１ １，９７３ ４１６，１３４

６. 住 宅 費 １５５，５１５ ２００ １５５，７１５

７. 消 防 費 １，

１

３３７，６９９ ７，２

.

７８ １，３４４，９７

議

７

１.

会

消 防 費 １，３３７，６

費

９９ ７，２７８ １，３

３

４４，９７７

３９，３８０ ４００ ３３９，７８０
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補

２. 小 学 校

　

費 ５７７，１７３ ４０

正

０ ５７７，５７３

　

歳 　 　 出 　

前

　 合 　 　 計 ４９，６４

　

１，４３０ １４０，４

の

２３ ４９，７８１，８

　

５３

額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円

８. 教 育 費 ４，１０５，７０５ １，１０９ ４，１０６，８１４

１. 教 育 総 務

款

費 ５４６，９８５ ７０

項

９ ５４７，６９４
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令 和 ４ 年 度 

 
 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 
 
 

（ 第 ９ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９０，０００

補

１９０，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １５，０００ １５

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ９

項

９，０００ ９９，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ９５，０００ ９５，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

２０７，０００ ２０７

　

，０００

総

７. 地 方 消 費 税 交 付

　

金 ２，５９０，０００

 

２，５９０，０００

 

８. 環 境

 

性 能 割 交 付 金 ３７，０

括

００ ３７，０００

　

９. 地 方 特

 

例 交 付 金 １００，５０

(

０ １００，５００

 

10. 地 方

歳

交 付 税 ８，６８８，０

　

００ ８，６８８，００

 

０

11

 

. 交 通 安 全 対 策 特 別 交

 

付 金 １９，０００ １９

入

，０００

 

12. 分 担 金 及 び 負

)

担 金 ２３２，１６８ ２

款

３２，１６８

補

13. 使 用 料 及

正

び 手 数 料 ５０６，６７

前

０ ５０６，６７０

の

14. 国 庫

額

支 出 金 １３，７４２，

補

８６２ ６７，９７４ １

正

３，８１０，８３６

額

15. 府

計

支 出 金 ４，０２６，９８５ １６，０３１ ４，０４３，０１６

16. 財 産 収 入 ３４７，５５９ ３４７，５５９

17. 寄 附 金 １３７，９７０ １３７，９

千

７０

1

円

8. 繰 入 金 ６９５，７

千

６４ ６９５，７６４

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，３６５，２３２ １

入

４，３６５，２３２

歳

２. 地 方
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前

，００９，２４４ １，

の

００９，２４４

額

歳　　入　　

補

合　　計 ４９，６４１

正

，４３０ １４０，４２

額

３ ４９，７８１，８５

計

３

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ８６８，８７６ ５６，４１８ ９２５，２９４

20. 市 債 １，

款

６６７，６００ １，６

補

６７，６００

正

21. 繰 越 金 １
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

339,380 400

(

339,780 400

 歳

２.総 務 費 4,312

　

,892 16,130

 

4,329,022 1

 

6,130

 

３.民 生 費

出

27,257,735

 

105,850 27,

)

363,585 84,

補

005 21,845

　

４

　

.衛 生 費 3,995,

正

707 4,268 3,

　

999,975 4,2

　

68

額

５.産 業 経 済 費 1

　

,316,693 1,

　

316,693

の

６.土

　

木 費 2,917,92

　

6 5,388 2,92

財

3,314 5,388

　　

７.消 防 費 1,337

源

,699 7,278 1

　

,344,977 7,

　

278

内

８.教 育 費 4,

　

105,705 1,1

　

09 4,106,81

訳

4 1,109

款

９.公 債

補

費 3,982,693

 

3,982,693

正

1

 

0.予 備 費 75,00

前

0 75,000

 

歳　

の

　出　　合　　計 49

 

,641,430 14

額

0,423 49,78

補

1,853 84,00

　

5 56,418

　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-9-



２.民 生 費 2,

２

108,565 67,

.

974 2,176,5

　

39 ２.児 童 福

歳

祉 費 67,974 出産

　

・子育て応援交付金

　

国 庫 補 助

入

金 補 助 金

計 3,413,987 67,974 3,481,961

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金
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75,586 16,031 591,617 ２.児 童 福 祉 費 16,031 出産・子育て応援交付金

府 補 助 金 補 助 金

(款) 15. 府支出金

計 683,626 16,031 699,657

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 15. 府支出金

(項) ２. 府補助金

２.民 生 費 5

-11-



99 56,418 863,217 １.雑 入 56,418 雑入

計 806,822 56,418 863,240

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 806,7
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　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) １. 議会費 (項) １. 議会費

１.議 会 費 339,380 400 339,780 400 ３. 職員手

３

当等 400 勤勉手当 人

.

件費 400

　歳

計 339,

　

380 400 339,

　

780 400

出

(款) １. 議会費

(項) １. 議会費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源 区　

-13-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

一般管理費 1,489

款

,703 10,337

)

1,500,040 1

 

0,337 ２. 給 料 1

２

,984 一般職 人件費

.

10,337

 総

３. 職員手当等 8,3

務

53 地域手当 237

費

(

期末手当 1,05

項

3

)

勤勉手当 7,

 

063

１.

計 3,256,

 

223 10,337 3

総

,266,560 10

務

,337

管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.税務総務費 560,121 4,208 564,329 4,208 ２. 給 料 900 一

(

般職 人件費 4,208

款)

３. 職員手当

 

等 3,308 地域手当

２

108

.

期末手当

 

200

総

勤勉手当

務

3,000

費

(

計 560,

項

121 4,208 56

)

4,329 4,208

 ２. 徴税費

(款) ２. 総務費 (項) ２. 徴税費
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　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

１.戸 籍 住 民 25

款

4,864 1,285

)

256,149 1,2

 

85 ２. 給 料 210 一

２

般職 人件費 1,285

. 

基本台帳費 ３

総

. 職員手当等 1,07

務

5 地域手当 25

費

(

期末手当 50

項

勤

)

勉手当 1,000

 ３

計 2

.

54,864 1,28

 

5 256,149 1,

戸

285

籍住民基本台帳費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定
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１.選 挙 管 理 29,548 200 29,748 200 ３. 職員手当等 200 勤勉手当 人

(

件費 200

款

委 員

)

会 費

 ２

計 196,916

.

200 197,116

 

200

総務費

(項) ４. 選挙費

(款) ２. 総務費 (項) ４. 選挙費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

監査委員費 21,58

款

9 100 21,689

)

100 ３. 職員手当等

 

100 勤勉手当 人件費

２

100

. 

計 21,589

総

100 21,689 1

務

00

費

(項) ６. 監査委員費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.社 会 福 祉 2,372,219 5,812 2,378,031 5,812 ２

(

. 給 料 1,350 一般

款

職 人件費 5,812

) 

総 務 費 ３. 職員

３

手当等 4,462 地域

.

手当 162

 

期末

民

手当 300

生

勤勉

費

手当 4,000

(項

計 11

)

,073,812 5,

 

812 11,079,

１

624 5,812

. 社会福祉費

(款) ３. 民生費 (項) １. 社会福祉費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

児 童 福 祉 425,63

款

8 100,038 52

)

5,676 84,00

 

5 16,033 10.

３

需 用 費 136 消耗品費

.

19 出産・子育て応援

 

事業

民

総 務 費 印刷

生

製本費 117 100,

費

038

(

11.

項

役 務 費 352 通信運搬

)

費

 

12. 委 託

２

料 3,850 その他委

.

託料

 

19. 扶

児

助 費 95,700

童福

計 8

祉

,279,488 10

費

0,038 8,379,526 84,005 16,033

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.保 健 衛 生 220,306 1,906 222,212 1,906 ２. 給 料 3

(

00 一般職 人件費 1,

款

906

)

総 務 費

 

３. 職員手当等 1,6

４

06 地域手当 36

. 

期末手当 70

衛生

勤勉手当 1,500

費

(

計

項

2,079,198 1

)

,906 2,081,

 

104 1,906

１. 保健衛生費

(款) ４. 衛生費 (項) １. 保健衛生費
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一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.清掃

(

総務費 659,673

款

1,362 661,0

)

35 1,362 ２. 給

 

料 270 一般職 人件費

４

1,362

.

３

 

. 職員手当等 1,09

衛

2 地域手当 32

生費

期末手当 60

(

勤

項

勉手当 1,000

) 

２.塵芥処理費 1

２

,066,001 1,

.

000 1,067,0

 

01 1,000 ３. 職

清

員手当等 1,000 勤

掃

勉手当 人件費 1,00

費

0

計 1,890,522 2,362 1,892,884 2,362

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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１.土木総務費 210,019 2,715 212,734 2,715 ２. 給 料

(

540 一般職 人件費 2

款

,715

)

３.

 

職員手当等 2,175

６

地域手当 65

.

期

 

末手当 110

土

勤

木

勉手当 2,000

費

(

計 2

項

10,031 2,71

)

5 212,746 2,

 

715

１. 土木管理費

(款) ６. 土木費 (項) １. 土木管理費
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財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

１.道 路 77,979

款

500 78,479 5

)

00 ３. 職員手当等 5

 

00 勤勉手当 人件費 5

６

00

.

橋 り ょ う

 土

総 務 費

木費

計 676,

(

571 500 677,

項

071 500

) ２. 道路橋りょう費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　
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１.都 市 計 画 203,810 1,973 205,783 1,973 ２. 給 料 3

(

60 一般職 人件費 1,

款

973

)

総 務 費

 

３. 職員手当等 1,6

６

13 地域手当 43

. 

期末手当 70

土木

勤勉手当 1,500

費

(

計

項

414,161 1,9

)

73 416,134 1

 

,973

３. 都市計画費

(款) ６. 土木費 (項) ３. 都市計画費
-25-



一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.住宅

(

管理費 155,515

款

200 155,715

)

200 ３. 職員手当等

 

200 勤勉手当 人件費

６

200

. 

計 155,51

土

5 200 155,71

木

5 200

費

(項) ６. 住宅費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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１.常備消防費 1,087,519 7,278 1,094,797 7,278 ２. 給 料

(

1,740 一般職 人件

款

費 7,278

) 

３. 職員手当等 5,5

７

38 地域手当 208

. 

期末手当 330

消防

勤勉手当 5,00

費

0

(項

計 1,337,69

)

9 7,278 1,34

 

4,977 7,278

１. 消防費

(款) ７. 消防費 (項) １. 消防費
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

事 務 局 費 286,79

款

3 709 287,50

)

2 709 ２. 給 料 90

 

一般職 人件費 709

８.

３. 職員手当等

 

619 地域手当 11

教育

期末手当 108

費

(

勤勉手当 500

項)

計

 

546,985 709

１

547,694 709

. 教育総務費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.学校管理費 424,157 400 424,557 400 ３. 職員手当等 400

(

勤勉手当 人件費 400

款) 

計 577,173 40

８

0 577,573 40

.

0

 教育費

(項) ２. 小学校費

(款) ８. 教育費 (項) ２. 小学校費
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給    与    費    明    細    書

-30-



職 員 数
報    酬 給    料 期末手当 地域手当 その他の 計

共 済 費 合   計 備  考

（人） （千円） （千円） （千円） （千円） 手当  （千円） （千円） （千円） （千円）

長  等
4 41,635 21,217 4,997 67,849 9,965 77,814

議  員
18 140,730 60,610 201,340 43,357 244,697

その他
1,125 101,023 101,023 101,023

計
1,147 241,753 41,635 81,827 4,997 370,212 53,322 423,534

長  等
4 41,635 20,751 4,997 67,383 9,965 77,348

議  員
18 140,730 60,610 201,340 43,357 244,697

その他
1,125 101,023 101,023 101,023

計
1,147 241,753 41,635 81,361 4,997 369,746 53,322 423,068

長  等
466 466 466

議  員

その他

計
466 466 466

比  較

区　    　分

１． 特    別    職

給     与     費     明     細     書

補正後

補正前

給 与 費
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共  済  費 合      計

（千円） （千円）

( 335 )

( 335 )

( 0 )
0 7,744 32,175 39,919 0 39,919

区　分 備　考

給　　 料
7,744

職員手当
32,175

491,376

地 域 手 当
（千円）

376,680

375,753

説　　　　　明

751,589

給料月額の引上げに伴う各手当への跳ね返り
及び勤勉手当の支給月数の引上げによるもの

753,474

（千円） （千円）

576,997

547,634

29,363

制度改正に伴う増加分 給料月額の引上げによるもの

927

期 末 手 当

増減額（千円）

32,175

比      較
1,885

職員手当の 補  正  後

内          訳 補  正  前

制度改正に伴う増加分

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減事由別内訳　　　　　　（千円）

勤 勉 手 当

7,744

比       較
0

区      分

766

補  正  前
2,912,548 2,592,696 5,996,620 1,139,400 7,136,020766

補  正  後
2,920,292 2,624,871

備　考

6,036,539 1,139,400 7,175,939

２．  一    般    職

    （１） 総    括

区      分
職  員  数

（人） 給    料   （千円） 職員手当   （千円） 計     （千円）報　酬   （千円）

491,376

給与費

-32-



（３）給料及び職員手当の状況

補　正　前 有
(1.175)
2.225

(1.175)
2.225

(2.35)
4.45

 オ  期末手当・勤勉手当

支   給   期   別   支   給   率
  職制上の段階、職務の

６月 （月分） １２月 （月分）
  級等による加算措置

区        分 備    考支給率計（月分）

       （再任用職員　0.45月→0.5月）

　     6月、12月　1.275月→1.2月

　     （再任用職員　0.725月→0.675月）

補　正　後
(1.125)
2.15

（1.175）
2.25

有
（2.3）
4.4

※期末手当の支給月数の引下げに

勤勉手当の支給月数の引上げ

　     12月　0.95月→1.05月

　 ついては、令和4年第1回定例会で

　 議決済
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議案第６８号 

 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第２２号） 

 

の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年１２月１６日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

第１条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１９年条例第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項の表中「３７５，０００」を「３７６，０００」に改める。 

第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改

める。 

第２条 松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第８条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（以下「新条例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める日から適用する。 

（１） 第７条第１項の改正規定 令和４年４月１日 

 （２） 第８条第２項の改正規定 令和４年１２月１日 

 （給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみな

す。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による給与の支給に関し必要な事項

は、市長が定める。 



議案第６９号 

 

 

松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例制定について 

 

 

 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第 

 

１９号）の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年１２月１６日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

第１条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２５」に改める。 

第２条 松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定は、令和４年１２

月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による期末手当の支給に関し必要な

事項は、市長が定める。 



議案第７０号 

 

 

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

て 

 

 

 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１２号）の一部を改正す 

 

る条例を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年１２月１６日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２１５」を「１００分の２２５」に改める。 

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例（以下「新条

例」という。）第５条第２項の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、新条例の規定による期末手当の支給に関し必要な

事項は、市長が定める。 

 



議案第７１号 

 

 

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

て 

 

 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３４年条例第２０号）の一部を改正す 

 

る条例を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年１２月１６日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



１ 

 

松原市条例第  号 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３４年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

  第２３条の４第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１０５」に

改め、同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の５０」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

一般職給料表１表 

   

職員の

区分 

 

   

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用

職員以

外の職

員 

  

  円 円 円 円 円 円 円 円 

1 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100 

2 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 410,500 

3 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 413,000 

4 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 415,400 

5 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 417,300 

  6 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 419,600 

  7 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 421,700 

  8 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 423,900 

  9 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 425,900 

  10 160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800 428,000 

  11 161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 430,100 

  12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 432,200 

  13 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 433,900 

  14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800 435,700 

  15 167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000 437,700 

  16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 

  17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 

  18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 

  19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 

  20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 

  21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 

  22 177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 



２ 

 

  23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 

  24 182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 

  25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 

  26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 

  27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 

  28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 

  29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 

  30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 

  31 195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 

  32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 

  33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 

  34 199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 

  35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 

  36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 

  37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 

  38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 

  39 206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 

  40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 

  41 209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 

  42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600 

  43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000 

  44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300 

  45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600 

  46 215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000   

  47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400   

  48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100   

  49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600   

  50 220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000   

  51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400   

  52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800   

  53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200   

  54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600   

  55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000   

  56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300   

  57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600   

  58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000   

  59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300   

  60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600   



３ 

 

  61 229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900   

  62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100     

  63 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400     

  64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700     

  65 231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000     

  66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300     

  67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600     

  68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900     

  69 234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100     

  70 235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400     

  71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700     

  72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000     

  73 237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200     

  74 237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500     

  75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800     

  76 238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000     

  77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200     

  78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500     

  79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800     

  80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000     

  81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200     

  82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500     

  83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800     

  84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000     

  85 243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200     

  86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300      

  87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600      

  88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800      

  89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000      

  90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300       

  91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600       

  92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800       

  93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000       

  94   294,900 342,600  393,500       

  95   295,200 343,100  394,100       

  96   295,600 343,500  394,600       

  97   295,800 343,700  395,200       

  98   296,100 344,100  395,700       



４ 

 

  99   296,500 344,500  396,300       

  100   296,900 344,800  396,800       

  101   297,100 345,100  397,300       

  102   297,400 345,500          

  103   297,800 345,900          

  104   298,100 346,300          

  105   298,300 346,800          

  106   298,600 347,200           

  107   299,000 347,600           

  108   299,300 348,000           

  109   299,500 348,500           

  110   299,900 348,900           

  111   300,300 349,200           

  112   300,600 349,500           

  113   300,800 350,000           

  114   301,000             

  115   301,300             

  116   301,700             

  117   301,900             

  118   302,100             

  119   302,400             

  120   302,700             

  121   303,100             

  122   303,300             

  123   303,600             

  124   303,900             

  125   304,200             

再任用

職員 
  187,700 235,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

一般職給料表２表 

   

職員の

区分 

 

   

級 

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

再任用

職員以

外の職

  円 円 円 円 円 

1 136,200 187,400 208,500 254,100 281,000 

2 137,100 188,700 209,700 255,300 282,900 



５ 

 

員 3 138,100 190,100 211,100 256,300 284,500 

4 139,000 191,300 212,300 257,400 286,200 

5 140,000 192,300 213,600 258,300 287,900 

  6 141,000 193,800 215,000 259,300 289,400 

  7 142,000 195,200 216,400 260,400 290,600 

  8 143,000 196,500 217,800 261,300 291,800 

  9 143,800 197,900 219,100 262,200 293,300 

  10 144,800 198,900 220,700 262,900 295,100 

  11 145,800 200,200 222,300 263,800 296,800 

  12 146,900 201,200 223,700 264,700 298,600 

  13 147,700 202,400 224,900 265,700 300,000 

  14 148,700 203,500 226,400 266,700 301,700 

  15 149,800 204,600 227,900 267,600 303,300 

  16 150,800 205,700 229,200 268,500 304,800 

  17 151,900 206,600 230,000 269,400 306,300 

  18 153,300 207,700 230,700 270,500 307,900 

  19 154,500 208,700 231,600 271,500 309,500 

  20 155,700 209,700 232,600 272,300 311,200 

  21 156,800 210,600 233,200 273,200 312,200 

  22 158,000 211,700 234,700 274,100 313,600 

  23 159,200 212,800 236,000 275,100 315,000 

  24 160,400 213,700 237,000 275,900 316,500 

  25 161,500 214,600 238,300 276,500 317,600 

  26 163,000 215,500 239,500 277,300 319,100 

  27 164,500 216,200 240,800 278,200 320,500 

  28 166,000 217,100 242,000 279,100 321,900 

  29 167,400 217,900 242,800 280,000 323,500 

  30 168,800 219,100 244,000 281,100 324,700 

  31 170,300 220,100 245,200 282,100 326,000 

  32 171,800 220,900 246,300 283,100 327,200 

  33 173,100 221,500 247,400 283,800 328,300 

  34 174,800 222,500 248,400 284,700 329,200 

  35 176,500 223,600 249,500 285,600 330,300 

  36 178,200 224,700 250,500 286,700 331,400 

  37 179,900 225,200 251,600 287,300 332,500 

  38 181,300 226,300 252,500 288,200 333,600 

  39 183,000 227,400 253,500 289,100 334,600 

  40 184,500 228,400 254,500 290,000 335,600 



６ 

 

  41 185,800 229,200 255,500 290,600 336,600 

  42 187,200 230,200 256,700 291,600 337,600 

  43 188,500 231,200 257,600 292,600 338,600 

  44 189,900 232,100 258,900 293,500 339,600 

  45 191,400 233,000 259,600 294,200 340,500 

  46 192,700 233,900 260,600 295,100 341,500 

  47 194,100 234,700 261,700 296,000 342,500 

  48 195,500 235,400 262,600 296,900 343,500 

  49 196,800 236,300 263,700 297,600 344,400 

  50 197,900 237,300 264,700 298,200 345,300 

  51 199,000 238,300 265,800 298,900 346,200 

  52 200,200 239,300 266,500 299,700 347,000 

  53 201,300 240,300 267,200 300,300 347,800 

  54 202,400 241,300 268,000 301,100 348,600 

  55 203,300 242,000 269,000 301,800 349,400 

  56 204,400 242,700 270,000 302,500 350,100 

  57 205,500 243,500 270,800 303,200 350,800 

  58 206,400 244,400 271,800 303,900 351,600 

  59 207,400 245,300 272,900 304,700 352,400 

  60 208,400 246,000 273,900 305,400 353,100 

  61 209,500 246,800 274,900 306,000 353,800 

  62 210,400 247,600 276,000 306,700 354,500 

  63 211,300 248,500 276,800 307,400 355,200 

  64 212,200 249,200 277,900 308,100 355,900 

  65 212,800 250,000 278,700 308,600 356,500 

  66 213,600 250,600 279,500 309,100 357,000 

  67 214,300 251,300 280,300 309,700 357,500 

  68 215,000 251,800 281,100 310,300 358,000 

  69 215,400 252,500 281,700 310,900 358,400 

  70 215,800 253,100 282,500 311,300  

  71 216,100 253,500 283,300 311,800  

  72 216,400 253,900 284,000 312,300  

  73 216,600 254,100 284,800 312,600  

  74 217,000 254,500 285,500 313,100  

  75 217,400 255,000 286,300 313,600  

  76 218,000 255,500 287,100 314,000  

  77 218,200 255,800 287,700 314,200  

  78 218,700 256,200 288,200 314,500  



７ 

 

  79 219,100 256,700 288,700 314,800  

  80 219,500 257,200 289,100 315,100  

  81 220,000 257,500 289,500 315,400  

  82 220,300 257,800 289,900 315,700  

  83 220,600 258,100 290,400 316,000  

  84 221,000 258,400 290,900 316,300  

  85 221,500 258,600 291,300 316,500  

  86 221,900 258,800 291,900 316,900  

  87 222,300 259,100 292,500 317,200  

  88 223,000 259,400 293,100 317,400  

  89 223,400 259,600 293,400 317,600  

  90 223,900 259,800 293,900 317,900  

  91 224,400 260,200 294,400 318,200  

  92 224,800 260,400 294,800 318,500  

  93 225,100 260,700 295,200 318,700  

  94 225,500 261,100 295,700 319,000  

  95 225,900 261,400 296,200 319,300  

  96 226,200 261,700 296,700 319,500  

  97 226,500 261,900 297,000 319,700  

  98 226,900 262,200 297,400 320,000  

  99 227,300 262,400 297,900 320,300  

  100 227,700 262,700 298,400 320,500  

  101 228,100 263,000 298,800 320,700  

  102 228,500 263,200 299,200   

  103 228,900 263,500 299,500   

  104 229,300 263,800 299,800   

  105 229,700 264,000 300,100   

  106 230,200 264,200 300,500   

  107 230,500 264,500 300,900   

  108 230,900 264,700 301,300   

  109 231,100 265,000 301,600   

  110 231,500 265,300 302,000   

  111 232,000 265,600 302,400   

  112 232,400 265,800 302,700   

  113 232,600 266,000 302,900   

  114 233,100 266,300 303,200   

  115 233,600 266,500 303,500   

  116 234,100 266,700 303,700   



８ 

 

  117 234,400 267,000 303,900   

  118 234,800 267,300 304,200   

  119 235,200 267,600 304,500   

  120 235,600 267,900 304,700   

  121 236,000 268,100 304,900   

  122  268,300 305,200   

  123  268,600 305,500   

  124  268,900 305,700   

  125  269,100 305,900   

 126  269,300 306,200   

 127  269,600 306,500   

 128  269,900 306,700   

 129  270,100 306,900   

 130  270,300 307,200   

 131  270,600 307,500   

 132  270,900 307,700   

 133  271,100 307,900   

 134  271,300    

 135  271,600    

 136  271,900    

 137  272,100    

再任用

職員 
  193,600 204,700 223,200 244,000 274,700 

 備考 この表は、単純労務職員に適用する。 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２３条の４第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１００」

に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の４７．５」に改める。 

   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「新

条例」という。）の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める日から適用する。 

（１） 別表第１の改正規定 令和４年４月１日 

（２） 第２３条の４第２項第１号及び第２号の改正規定 令和４年１２月１

日 



９ 

 

 （給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定

による給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。 

 



 

議案第７２号 

 

 

   教育長の任命について 

 

 

 次の者を教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 

第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

 

記 

 

 

  住  所   ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

  氏  名   美  濃     亮 

  

           ●●●●●●●●●●生 

 

 

 

 

  令和４年１２月１６日提出 

 

 

                 松原市長  澤  井  宏  文 

 

 

 

 


